
はじめに

　本書は、人事異動で初めて生活保護の現場、福祉の現場で仕事をする

人に向けて、なかなか語られることのない生活保護ケースワーカーとい

う仕事の基礎としてその面白さをお伝えする一冊です。

　「そうかぁ、大変ですね」「うわぁ、ケースワーカーですか !?」「生保（生

活保護の略）か……」

　生活保護を担当する部署に異動することが決まったとき、私が最初に

かけられた言葉はこんなものでした。苦笑交じりで肩を叩く人もいて、

事前の知識がない私は本当に戸惑いました。

　私が勤務する大阪市では、それぞれの部署への異動を希望する職員の

公募があるのですが、生活保護担当は大阪市24区のほとんどで毎年の

ように募集があります。市役所にはたくさんの部署がある中で、生活保

護担当の募集の多さだけを見ていると入替りが激しく、人気の無い大変

な職場のように見えてしまうかもしれません。

　生活保護の現場への配属、異動を希望して、希望どおりに生活保護

ケースワーカーになった方にとっては本当に素敵なことですが、この本

を手に取った方は、生活保護に関してネガティブな情報に触れることが

多く、不安な気持ちになっているのではないでしょうか？

　そんな皆さんに、生活保護の担当を経験した今の私が声をかけるとす

るならば、きっとこんな言葉です。

　「生活保護の担当か。大変で覚えることも多い部署だけど、きっと一

生ものの経験ができる部署だよ。頑張って」

　人事異動で新しい部署に変わるときに不安に思うのは、きちんとした

情報がないからではないでしょうか。「大変だ」と声をかけている同僚
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もほとんどは、生活保護の現場のリアルを恐らく知りません。

　そこで本書は、現場のリアルな情報をお伝えしながら、初めての仕事

に自信を持って取り組めるようになる、ケースワーカー目線での仕事の

コツの掴み方を紹介します。

　CHAPTER 1：生活保護ケースワーカーとはどんな仕事なのか

　CHAPTER 2：ケースワーカーとして最初に取り掛かること

　CHAPTER 3：ケースワークの基礎となる家庭訪問について

　CHAPTER 4：ケースワークを支える調査や周りとの連携について

　CHAPTER 5：生活保護を語る際にさけられない制度の適正運用

　CHAPTER 6：生活保護以外の制度など更に知っておきたい情報

　CHAPTER 7：新人ケースワーカーから集めた素朴な疑問

　これらを生活保護の現場、福祉現場での経験が無くても理解できるよ

う、分かりやすい形で収めました。

　不安いっぱいで辞令を受け、この本を手にとっていただいた方に、本

書がほんの少しでも前向きに生活保護ケースワーカーとして活躍できる

きっかけになれば嬉しいです。

　生活保護ケースワーカーの仕事へようこそ。

山中　正則

凡例　本書では関係通知等を略称して次のように表記しています。
［ 告 ］：厚生省告示（昭和38年4月1日厚生省告示第158号「生活保護法による保護の基

準」）　
［ 次 ］：厚生事務次官通知（昭和36年4月1日厚生省発第123号厚生事務次官通知「生活保

護法による保護の実施要領について」）
［ 局 ］：厚生省社会局長通知（昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通知「生活保

護法による保護の実施要領について」）
［問答］：厚生省社会局保護課長通知（昭和38年4月1日社保第34号厚生省社会局保護課長

通知「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」）（一般的に「課長問答」
と呼ばれるもの）

［別冊問題集］：�『生活保護手帳　別冊問答集』（中央法規）
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10

生活保護担当は「普通」を支える仕事

　生活保護ケースワーカーの仕事は、人々の「普通」を支える、プロの

仕事です。

　生活保護制度は憲法第25条に規定する「生存権」の理念を基礎に、

最低限度の生活を保障し自立を助長する制度です（5参照）。「最低限度の

生活」とは、誰もが当たり前に思う「普通」の生活のことです。その「普

通」の生活を送ることができなくなった方に、「普通」を取り戻してもら

うために援助するのが、生活保護ケースワーカーの皆さんの仕事です。

　被保護者（生活保護を受ける人）の「普通」を支えるためには、様々

な制度、知識や経験を最大限活かすプロフェッショナルな仕事が求めら

れます。これは役所の中でもなかなか格好いい仕事だと思いませんか？

生活保護担当が大変だと思われる3つの理由

　しかし、「生活保護は役所一の不人気職場」などとWeb上で書かれて

いるのを幾度となく見たことがあります。「はじめに」でも触れたよう

に、周りから「生活保護ケースワーカーの仕事は大変だよ」などと言わ

れたことがある人もいるのではないでしょうか。

　生活保護ケースワーカーのマイナス面を見聞きして、「うわぁ、大変」

と思ったあなた。どんな職場でも多かれ少なかれ、大変なことはあるの

ではないでしょうか。生活保護ケースワーカーの仕事には大変なこと以

生活保護は役所一の
不人気職場 !?1
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11CHAP TER 1   初めて生活保護ケースワーカーになるあなたに

上にやりがいや楽しさ、おもしろさを感じることがたくさんあります。

　大変さをきちんと理解したうえで、正しく恐れて、「不人気職場」を

居心地の良い人気職場にできるようにみんなで考えてみませんか？

　生活保護担当が「大変な職場」とされるのは、こんな理由があるのか

もしれません。

慢性的な人出不足
　少子高齢化やコロナ禍の長期化など、生活保護を申請する人は年々増

えています。そのため、ケースワーカーを増員して対応する自治体もあ

りますが、追いつかないのが現状です。

担当制で個人への負担感が大きい
　被保護者それぞれに担当ケースワーカーが割り当てられるため、どう

してもその世帯への支援の多くを担当ケースワーカーが担います。

濃密な対人職場
　役所にある様々な窓口での住民対応も対人職場ですが、生活保護の現

場では担当する被保護者の生活状況などを知って、よりしっかりと対

応、手助けすることが必要になります。

　ここで掲げた３つの大変さは、確かに皆さんにとって負担かもしれま

せん。いきなりプロフェッショナルな仕事を求められても、と思われる

気持ちも、同じ経験をしてきた私は知っています。

　その大変さを少しでも軽減するために、本書は実際に現場で直面した

出来事の解説や、その課題の乗り越え方を多く掲載しています。ぜひ参

考にしてください。

　いきなりプロになれなくても大丈夫。一緒に頑張りましょう。

生活保護担当は「大変な職場」かもしれないけれど、
きっとあなたの「大好きな職場」になる。

P O I N T
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「ケースワーカー」は色々な場所にいる？

　「ケースワーカー」という名前、色々な場所で使われているのを知っ

ていますか？

　生活保護に携わる福祉事務所以外にも、児童相談所や老人福祉施設、

社会的養護施設、精神保健福祉センター、なかには病院などで働いてい

る人にも「ケースワーカー」と呼ばれる人がいます。また、同じような

名前で「ソーシャルワーカー」と呼ばれている場合もあります。

　一般的にはケースワーカー、ソーシャルワーカーともに、生活に関わ

る様々な困りごとの相談を受けたり、援助したりする仕事です。厳密な

区分は無く、福祉事務所や児童相談所のような公的機関で相談・援助業

務にあたる人をケースワーカー、病院や介護施設などで相談業務にあ

たっている人をソーシャルワーカーと呼んでいることが多いようです。

　そのため、単にケースワーカーと呼ばれていても、「どこの」ケース

ワーカーか分からないこともあるので、現場では多くの場面で、「生活

保護のケースワーカー」と名乗っています。本書では便宜上「ケースワー

カー」と表記します。

生活保護ケースワーカーの位置付け

　生活保護を担当するケースワーカーは、社会福祉法第15条第１項第

２号により決められた福祉事務所に置かなければならない現業を行う所

「ケースワーカー」って
どんな仕事？2
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13CHAP TER 1   初めて生活保護ケースワーカーになるあなたに

員（現業員。現場の職員のこと）です。生活に困っている世帯を家庭訪

問や面接、資産や環境等の調査により保護等の必要性を判断して、相談

や援助を行います。

　生活面だけでなく、福祉施策全般に通じる専門的な相談・援助業務な

ので、国家資格である社会福祉士を取得している者、大学等で社会福祉

に関する科目を一定数修めている者、厚生労働大臣指定の養成機関・課

程を修了した「社会福祉主事」がケースワーカーとして仕事をします。

　あれ？　私、社会福祉士でもないし、福祉の教育を受けたこともない

んだけど……という人もいるでしょう。そうなんです。私もそうでした

が、実際には有資格者でないまま、生活保護の担当になる人もいます。

常に有資格者が足りているとは限らないので、そういった場合は、厚生

労働大臣指定の養成機関での研修を受けて資格を取得します。

　また、ケースワーカーの位置付けと同じように、福祉事務所に必要な

ケースワーカーの人数についても、社会福祉法で決められています。標

準となる人数は次の図表のとおりです。

 現業を行う所員の定数（社会福祉法第16条）

設置主体 配　置　基　準

都道府県 被保護者が390世帯以下なら6名
65世帯増えるごとに1名追加

市 被保護者が240世帯以下なら3名
80世帯増えるごとに1名追加

町村 被保護者が160世帯以下なら2名
80世帯増えるごとに1名追加

ケースワーカーの仕事は、法律で決められた
「困っている人を援助する」仕事。

P O I N T
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被保護世帯の保護の経過が収まった「保護記録」

　担当する被保護世帯の保護記録（「ケース記録」と呼ぶこともあります）

を読んでみましたか？

　あまりにもたくさんある保護記録に呆然としませんでしたか？

　生活保護を受けている間、被保護世帯に行った助言や指導などは、そ

の経過を記録として残します。担当する被保護世帯のことは、この保護

記録を読めば多くを知ることができます。ですが、ひとりのケースワー

カーが担当する世帯は標準でも80世帯とかなり多く、また生活保護期

間が長い世帯になると５年や10年にも及ぶこともあります。

　私の勤務している大阪市では、Ａ４サイズの冊子に世帯の概要、各種

の申請書類や決定資料などを綴じていました。長期間生活保護を受けて

いる世帯になると、一冊では綴じきれず複数の冊子になっていることも

ありました。この冊子そのものを保護記録と呼ぶこともあります。そん

な膨大な保護記録、どこから読み始めるのが良いでしょうか？

まずはきっかけをざくっと掴む

　保護記録を開くと、最初に綴じられているのはその世帯の概要です。

世帯の住所、世帯主と世帯員の名前、性別が、学生であれば通学してい

る学校の名前が、時にはその人が治療中の病名や抱えている障害などが

記載されています。

保護記録を読むことから
始めよう2
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　その次には当初に生活保護を申請したときの申請書類や決定書類が綴

じられています。ここでまず確認したいのが、保護申請時の面接記録や

初回の家庭訪問の記録です。

　そこにはその世帯が「どうして生活保護を申請することになったか」

が書かれています。生活保護を受けることになった原因を知れば、その

世帯が自立するための課題は何かを知ることができます。きっかけをざ

くっとでも掴むことで、今は世帯の状況や課題が変わっていても、あな

たが担当するまでの生活保護が与えた影響も感じとることができます。

次に世帯の今を知る

　次に、直近の家庭訪問についての保護記録を確認しましょう。時間が

あれば遡って読み進めても良いのですが、概ね６か月前までの記録を読

めば充分です。

　生活保護では世帯の状況に応じて家庭訪問を行うことになっており、

少なくとも年に２回以上訪問することとされています。つまりここ６か

月分の記録を確認すれば、一度は家庭訪問をした記録があるはずです。

　直近の家庭訪問の記録は、この世帯の「今」を知ることができます。

最初に読んだ申請時の状況とどのような変化があるのか、今どんなこと

を相談されていて、前任のケースワーカーはどのような対応をしたのか

ということを確認して、これから皆さんが担当する援助、支援への参考

にしてください。

　ここ６か月の家庭訪問の記録がない場合は、他の世帯と区別して早い

内に家庭訪問を行い、世帯の「今」を把握しましょう。

担当する世帯の生活保護を受けるきっかけと今を掴もう。

P O I N T
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